
会 議 録様式第３号

会 議 名
川西市個人情報保護審議会（第38回）（審議会等名）

事 務 局 総 務 部 行 政 室 総 務 課 内線（２３２３）(担 当 課）

開 催 日 時 平成18年10月12日(木）午後６時30分～午後９時30分

開 催 場 所 本庁舎 ４階 庁議室

委 員 池田委員・井手委員・井上（克）委員・井上（典）委員

出 岡本委員・木原委員・園田委員・長尾委員・中村委員・坂東委員

実施機関 《生活文化室市民課》

席 福西室長・堀参事兼課長・芝主幹・嶋津副主幹・下村主任

《健康づくり室》西中室長・木下主幹

《保険年金室保険年金課》今北室長・井谷課長・田中主査

者

事 務 局 畑尾助役・西総務部長・竹中室長・篠木参事・佐藤副主幹

田中主査・柳本

傍聴の可否 可・不可・一部不可 傍聴者数 ０ 人

傍聴不可・一部

不可の場合は、

その理由

１ 助役挨拶及び辞令交付

２ 正副会長の選任について

３ 審議事項

会 議 次 第 (1) 諮問第24号

知事表彰の選考に伴う候補者の戸籍事務における個人情報

（犯歴等）の提供について

(2) 諮問第25号

老人保健法に係る健康診査事務における個人情報の提供に

ついて

４ その他

(1) 正副会長の選任については、各委員の互選により、会長に池田

委員、副会長に長尾委員が選出される。

会 議 結 果 (2) 諮問第24号案件については、その取扱いを適当なものであると

認める答申を得る。

(3) 諮問第25号案件については、利用に当たっての本人通知を省略

するという判断は妥当ではなく、保健指導を行うために通知する

者については、本人が知り得るものであるといえるが、保健指導

の通知がされない者については、当該個人情報が知らぬまま利用

されてしまうことになることから、当該情報を利用するに当たっ

ては、本人通知は必要なものであるとの判断を得る。
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本日提出資料の確認及び説明

事前送付資料 →①開催通知

②諮問案件概要

本日提出資料等→①レジメ

②諮問書（第24号、第25号）

③川西市国民健康保険ヘルスアップ事業実施要綱

④照会事務の概要

⑤知事表彰照会書（今年度分・昨年度分）

審議事項

・諮問第24号（知事表彰の選考に伴う候補者の戸籍事務における個人情報（犯歴

等）の提供

・諮問第25号（老人保健法に係る健康診査事務における個人情報の提供）

事 務 局 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第38回川西市個人情

報保護審議会」を開催させていただきます。本日は、大変お忙しい中、

また、夜分にもかかわりませず、川西市個人情報保護審議会にお集まり

いただきまして誠にありがとうございます。なお、当審議会委員の任期

が、平成18年８月31日をもちまして満了になりましたことから、新たに

審議会の会長が決まりますまでの間、進行役を務めさせていただきます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。また、この度当審議会の委員

への再任及び新たに就任をお願いいたしましたところ、皆様快くお引き

受けいただきましたこと、心よりお礼申し上げます。つきましては、早

速、委嘱状の交付をさせていただくわけでございますが、本日は時間の

都合上申し訳ございませんが、既に皆様のお席にお配りをさせていただ

いております。何卒ご了承賜りますようお願いいたします。それでは、

開会にあたりまして、畑尾助役よりご挨拶申し上げます。

※ 畑尾助役 挨拶（略）

事 務 局 本日は、委嘱後第１回目の審議会でもございます。初めて顔を合わされ

る方もあろうかと存じますので、ここで委員の皆様から簡単で結構でご

ざいますので、自己紹介をお願いしたいと思います。

※ 各委員自己紹介

事 務 局 どうもありがとうございました。それでは、次にこの場をお借りしまし

て、事務局職員のご紹介をさせていただきたいと思います。

※ 事務局職員紹介

事 務 局 それでは、これより当審議会の会務を総理していただきます会長及び副

会長の選出を行いたいと思います。当審議会の会長は、川西市個人情報

保護審議会規則第３条第１項の規定によりまして「委員の互選によりこ

れを定める」となっております。ここで委員の皆様にお諮りしたいと存

じます。

※ 池田委員が推薦される

※ 池田委員 会長に就任 挨拶
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事 務 局 それでは、続きまして、副会長の選出を行いたいと思います。当審議会

規則第３条第１項の規定によりますと、「副会長は委員の互選によりこ

れを定める」となっております。いかがいたしましょうか…。

※ 長尾委員が推薦される

※ 長尾委員 副会長に就任 挨拶

事 務 局 それでは、以後の審議会の進行は会長にお願いしたいと存じます。会長

よろしくお願いいたします。なお、畑尾助役は所用のためこれで退席さ

せていただきますのでご了承いただきますようお願いいたします。

※ 畑尾助役 退席

会 長 本日は、ご多忙の折委員の皆様にはお集まりいただきまして誠にありが

とうございます。本日は、このレジュメにもございますように、既に諮

問案件が24号25号と２件ございますので、この案件について、ご審議お

願いしたいと思いますが、今回は委員の過半数が新しい方々でございま

すので、事務局より本審議会の役割、会議の進め方などを簡単に説明し

ていただければと存じますのでよろしくお願いします。

※ 事務局 説明（略）

会 長 はい、ありがとうございました。いまご説明していただいた件について

特に新しい委員の皆さんから何かご質問ございませんか。よろしいでし

ょうか。また後で何かご質問があったら、直接、事務局の方にお尋ねい

ただければと思います。それでは、本日はそこにありますように、２件

の目的外利用、自治体によっては庁内で他の部局が使うものを目的外利

用、外部に提供するものを外部提供というわけで、１件は外部提供です

ね。それから、１件は目的外利用ということになろうかと思いますけれ

ども、これについてご審議いただきたいと思います。早速ですが、一つ

が「知事表彰の選考に伴う候補者の戸籍事務における個人情報の提供」

という案件。もう一つは、「人保健法にかかる健康診査事務における個

人情報の提供」ということになっております。これらの審議に当たりま

しては、その情報を所管している所管課から、外部提供であるとか、目

的外利用の必要性について説明をいただくということになっているわけ

です。２件ありますが、入室は同時にしてもらうということで、知事表

彰の件につきましては、市民生活部生活文化室市民課の方にお入りいた

だき、それから老人保健法に係る部分については、健康福祉部の健康づ

くり室と保険年金課ということになります。その担当の方にお入りいた

だくということで、ではお呼びいただいて結構です。

※ 各実施機関 入室

会 長 本日の案件にかかる実施機関の職員の皆さん、遅い時間にお集まりいた

だきありがとうございます。早速、審議に関わります案件につきまして

ご説明いただきたいと思いますけれども、まずは知事表彰の選考に伴う

候補者の戸籍事務における個人情報の提供ですね。これは、先ほど申し

ましたように、そういう情報を所管しているのが、市民生活部生活文化

室の市民課です。それを必要があって提供したいというのが、県をはじ

め他の地方公共団体となってるわけですね、ではこれについてご説明よ

ろしくお願いいたします。
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実 施 機 関 失礼します。知事表彰の選考に伴う候補者の個人情報の提供を諮問しよ

うとするものでございます。まず犯罪歴につきまして、地方自治法上の

戸籍事務の一環としまして、市町村長が本籍人の犯罪人名簿を整備して

おります。官公庁が社会の模範となるべき国民の褒章を行う際の叙位叙

勲候補者の審査、前歴者の選挙権及び被選挙権を剥奪、公職に就くこと

の禁止など行うための資料として、証明書を発行することを目的として

いるものでございます。今回「兵庫県産業労働部しごと局能力開発課」

から、平成18年度兵庫県技能顕功賞並びに兵庫県青年優秀技能者表彰の

被表彰候補者に係る刑罰等調書の発行について依頼がございました。そ

の根拠法令として、兵庫県技能顕功賞規則と兵庫県技能顕功賞表彰実施

要領の添付がありましたが、その条文の中に、刑罰等調書を具備する内

容が記載されておりませんでしたので、本市の個人情報保護条例で、法

令等に規則要領は含まれない解釈であることから、目的外の提供に該当

する疑義が生じた次第でございます。なお、昨年度は「兵庫県健康生活

部福祉局社会福祉課」から同様の照会がありましたが、表彰規則、表彰

規則取扱要領の中に刑罰等調書を具備する旨の項目があり、当然、必要

な資料として回答をいたしております。それでは、お手元の川西市個人

情報審議会資料、諮問第24号、インデックス１、２、３と付いてる分で

ございますけれども、これにつきまして簡単に説明をさせていただきま

す。まず、インデックス１の照会事務の概要資料は、事務の流れ図、回

答書類でございます。まずは、事務の流れ図をもとに事務処理方法を説

明させていただきます。上段が叙位叙勲のための照会で、道路交通法違

反等の罰金刑の有無も照会内容に含まれるため、神戸地方検察庁に照会

の後回答をしております。下段は県知事表彰のための照会で、道路交通

法違反等の罰金刑の有無は除かれてるため、本市のみで回答をいたして

おります。回答の様式につきましては、叙位叙勲用を２ページの別紙１

で県知事表彰用を３ページの別紙２で、それぞれ添付しております。回

答につきましては、犯歴等の有無のみで犯歴等の内容については記載を

しておりません。インデックスの２でございますけれども、今年度「兵

庫県産業労働部しごと局能力開発課」からの照会文書の写しでございま

す。インデックスの３は、昨年度、「兵庫県健康生活部福祉局社会福祉

課」からの照会文書の写しでございます。この２と３の照会文書には、

それぞれ規則及び要領を添付いたしております。表彰の目的及び範囲で

すが、５ページの兵庫県技能顕功賞規則では、第２条（４）で「他の技

能者の模範と認められる者」、また、９ページの表彰規則では、第１条

で「広く県民の模範となるべき者を表彰する」という項目がございまし

て、そのことから犯罪歴が必要であると思われるものでございます。な

お、また14ページの表彰規則取扱要領のヲの欄Ｃに表彰書類の具備用件

として、刑罰等調書の添付義務が記載されております。以上の資料をご

参考にしていただきましてご審議のほどよろしくお願いしたいと思いま

す。なお、補足の部分としまして、室長の方から若干補足説明をさせて

いただきますのでよろしくお願いします。それでは、続きまして、本日

諮問させていただきます知事表彰の選考に伴う候補者の戸籍事務におけ

る個人情報、犯歴等の提供にかかる個人情報保護条例上の取扱いについ

て説明をさせていただきたいと思います。まず、委員の皆様のお手元に

は事務局から個人情報保護条例の新旧対照表とピンクの情報公開条例及

び個人情報保護条例解釈運用の手引きがあろうかと思います。これに沿

いまして説明を進めさせていただきたいと思います。まず、第１に犯罪

歴の個人情報保護条例上の取り扱いでございますが、犯罪歴につきまし

ては、市の身分事項管理にかかる戸籍事務の一環として取り扱っており

まして、個人の権利利益の侵害にかかる極めて重要な情報と理解してお
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り、条例７条の規定によりまして、取扱いを制限し、同条ただし書きの

規定によって法律の場合、そして後段の個人情報保護審議会が認めた場

合に取扱いが許されるという規定になってございます。ピンクの解釈運

用の手引きの1 6 8ページをご覧いただきたいと思いますが、この表中、

番号３の欄をご覧いただきたいと思いますが、栄典、表彰の事務におい

て、被表彰者、候補者の犯罪歴を取り扱う場合として、既に平成６年12

月20日付答申第１号で本審議会のご承認をいただき、適正に取扱い手続

きを行っております。さらに、個人情報保護条例、右のページですが、

８条の収集の制限では、手引きの1 6 9ページの第３項の規定によりまし

て、本人からの直接収集を義務付けておりますが、当情報については、

地方検察庁で保管されている犯罪歴情報の送達を受けており、これにつ

いても同条第４項の規定により、審議会の意見を聞いた上で、本人以外

からの収集についてご承認をいただいております。これは解説の手引き

の1 7 2ページの表の番号１に掲げておりますが、既にこれも同様に、平

成６年の答申第１号で審議会の承認をいただき、本人以外からの収集に

つきましても承認をいただいております。以上の点から、市が行います

栄典表彰事務等についての犯罪歴につきましては、個人情報保護条例施

行段階に諸手続きを完了し、適正に取扱いを進めております。次に、本

件の兵庫県等への個人情報の目的外提供でございます。本件の知事表彰

は根拠は県の規則に基づくものでございますが、県民の模範となるべき

人を表彰し、その対象を広く拡大し褒章、顕彰制度のすそ野を拡大しよ

うとするものでございまして、本件、県規則に基づく刑罰等の調書の提

出に際しましては、叙位・叙勲等による提出と変わりなく、逆に道路交

通法ですとか、自動車保管場所の確保に関する法律違反による罰金刑等

が除かれておりまして、より狭い範囲の情報提供となってございます。

次に、お手元の個人情報保護条例第10条をご覧頂きますと、実施機関は

個人情報を取り扱う目的以外の目的で個人情報を当該実施機関内部、若

しくは実施機関相互間で利用し、又は実施機関以外のものに提供しては

ならないと規定してございます。この点、元々、地方検察庁で保管され

ております犯罪歴等の情報を、市でも保管している目的経緯につきまし

ては先ほど説明申し上げましたように、制度発足以来、叙位叙勲表彰等

に係る利用提供をも目的としておりまして、目的内の利用に該当する面

もあろうかと存じます。さらに、利用及び提供の制限にかかる条例第10

条第１項第２号には、法令等の規定又は法律若しくは云々の場合は、利

用、提供ができるとの規定がございます。同号の法令等につきましては

手引きの1 6 5ページの条例第７条におきまして、本市におきましては、

法令若しくは条例と規定をされておりまして、県の規則は含まれており

ませんが、国ですとか、他の地方自治体では、法令等に規則を含む例も

多くあるところでございます。以上の点から、本市では法令等に規則が

含まれておりませんので、また目的内利用と断定できないということか

ら、個人の権利利益を防止するという個人条例保護条例の趣旨・目的に

照らして考えますと、本件の県規則に基づく個人情報の目的外提供につ

いては、条例第10条第１項第４号の規定に基づいて、当個人情報保護審

議会のご承認をいただいた上で取り扱うことが、より安全側での手続き

をとるということになりまして、個人情報の保護条例の趣旨にも添い、

より望ましい対応になるものと考えております。次に、第３に情報提供

の最小化ですが、本日、諮問資料、諮問第24号別紙をご覧いただきたい

のですが、本件個人情報の目的外提供に際しましては、その事務に係る

必要性に鑑みまして、提供する個人情報の内容の欄のとおり、本日、諮

問資料で示してますとおり、氏名、生年月日、犯歴の有無、破産宣告、

又は破産手続き開始決定の有無の必要最低限の情報に限定して提供しよ
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うとするものでございます。第４に、本人通知でございます。これも別

紙本人通知の有無の欄に記載しておりますが、条例第10条２項では本人

通知が原則と定められております。通知を省略を許される場合は、審議

会での承認をいただく必要がございます。ここで本人通知を省略する理

由でございますが、資料のとおり犯歴の照会はそれぞれの選考のための

もので、本人通知に馴染まないという理由から省略をさせていただくと

いうことが適当ではないかと考えております。最後に、右欄に提供先へ

の措置要求を記載してございます。提供先の兵庫県におきましても、個

人情報保護条例を制定いただいておりますが、本市個人情報保護条例手

続きに基づいて個人情報を提供するということで、条例第11条の規定に

基づきまして、提供先に対する措置要求を行うこととし、提供した個人

情報を目的外に利用提供しないこと。そして、提供した個人情報は厳重

に管理し、必要のなくなった時点で兵庫県が責任を持って破棄すること

の条件を付しまして、個人情報の適正管理を求めるものとしようとする

ものでございます。以上で、本件24号についての実施機関の説明とさせ

ていただきたいと思います。

会 長 ありがとうございました。今、概略をご説明いただきましたように、兵

庫県のほうで平成１８年度の兵庫県技能顕功賞並びに兵庫県青年優秀技

能者表彰というのを行うということで、その候補者という者を知るとい

うことで、具体的な氏名というのは、兵庫県の方にあるということです

か、特定の人を照会をして犯罪歴があるかないか、ということを調べて

くれということになるわけですね。

実 施 機 関 はい。氏名と生年月日と本籍地は向こうからリストをいただきまして、

その方について犯罪歴の有無を回答しております。

会 長 ですから、向こうから特定の人の犯罪歴等について調べてほしいという

ことですね。そういうことですね。先ほどご説明ありましたようにです

ね、この資料の方の犯罪照会事務処理の流れのところのですね、下の欄

の刑罰の有無、道交法違反、自動車の保管場所確保の法律に違反する罰

金刑を除く、こちらの方の照会になるわけね。

実 施 機 関 そうです。

会 長 これは、川西市が保有してる情報で十分いけるということですね。

実 施 機 関 そういうことになります。

会 長 地方自治体には、犯罪歴というのが個人情報保護の関係では保管されて

るわけですよね。それについて県の方にはそういう情報がありませんか

ら、それを照会受けてるということですね。今の一連の説明について委

員の皆さんからご質問もあろうかと思いますけれども、何なりとご発言

いただきたいと思います。いかがでしょうか…。

委 員 すみません、私初めてで良く分からないんですけれども、犯罪歴という

のは、ほめていただくことに対して、いけないことをしてるんだったら

仕方がないと思うんですけれど、破産というのがなぜこれに必要なのか

がわからないんですけれども、教えていただけませんか。

実 施 機 関 表彰の規則に破産歴があることについてということですか。

委 員 刑罰ということをずっと聞いてたら、刑罰ということはしっかり言って

くださってたんですけれど、情報の内容のところに破産宣告、破産手続

きとそこまで全部書いてあるのに、これが必要なのかな、どうして話さ

れないのかな、なんで必要なのかなって、すみません、私わからないも

ので。

実 施 機 関 破産手続きの方についてですが、今回の議案にあげてなかった点につい

てはですね、破産手続きが開始された時点で公告というかたちで公示さ

れるわけなんです。ですから、市の方でも把握はしているのですけど、

一般的にも知らされてる資料になりますので、今回の項目にはあげさせ
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てもらっていなかったのですが、模範になるという点から考えれば、破

産手続きされて破産宣告受けるということになれば、借金とか全部白紙

になりますから、そのかたが通知を受けている分についても表彰される

点については、やはり確認しておきたいという趣旨があるかと思われま

す。

会 長 と、いうことは、ここの提供する個人情報の内容というところに破産宣

告又は破産手続き開始決定通知など書いてあるでしょう。これは、もう

いらないということになるんですか。つまり、兵庫県の方で把握してる

ということになるんですか。

実 施 機 関 そうではないです。兵庫県の方では把握はしてないので、そのかたにつ

いて市に、本籍地の方に通知が来るんですけど、情報自体が公示とか調

べることができるという形になってますので。県の方で情報を持ってる

ということではないんですけど。

会 長 だから、兵庫県の方で調べようと思えば調べられるけど、物事のついで

といったらおかしいけど、市の方にはその事についても調べてほしいと

いうような意味になるわけね。

実 施 機 関 そういうことになります。

会 長 そういうことでよろしいですか。

委 員 犯罪者名簿というのございますね。あれは戸籍事務に載らないけど、犯

罪者名簿は別にある、前科の分もありますね。法務局管轄してる戸籍事

務に聞けばいいけれども、まあ市に聞こうかとそういうことですね。委

員がご質問になってるのはね、なぜ破産者を調べるんだと、表彰してや

ったらいいんではないか、とそういう質問です。それは、県の方は破産

者には表彰しませんと。道交法違反にもしませんと。県は道交法はいい

けど、国の方は検査が厳しいから。そういう制度を国とか県がつくって

るわけですよ。けしからん同じにしてやったらといっても、県の方の表

彰システムがそうなってるから、今の川西市としては照会があったら答

えるかどうかの範疇になってるから、県はけしからんとは言えないと。

実 施 機 関 そのとおりです。

会 長 一般に破産者というのは、社会的に模範的な人物ということではないと

いう話は、一般常識的にはあるんでしょうね。ですから、破産をした人

が表彰の対象になるというと、やはり社会的には批判も出てくるという

こともあるんじゃないですかね。

委 員 そういう制度なんですよね。

副 会 長 ただ、これはイメージされてる破産と違ってて、経営した会社が破産し

たというんじゃなくて、あなたが破産なんだというのが個人破産なんで

す。

会 長 個人破産をここで言ってるの。

副 会 長 企業で自分が経営した会社が破産というんではない。

委 員 会社の破産と個人の破産は違うんです。だから、会社を経営してた社長

さんが会社破産しても個人的には破産でなかったり、ちょっと違うんで

す。

会 長 委員、よろしいですか。

委 員 はい。

会 長 はい、委員どうぞ。

委 員 24号諮問の中の事務処理の流れの中で、叙勲の分も入ってるんですが、

これも一緒に今回諮問してるんですか。

実 施 機 関 いえ、叙勲の方は違います。

委 員 叙勲は違います。叙勲はこういう流れですよというだけです。

会 長 道交法とかの分は、市には無いわけですな。

委 員 叙勲は毎年ありますね。その時にはまた審議会で諮問するんですか。
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実 施 機 関 それはしておりません。

委 員 今までにそういう諮問でとれてるからということですか。

委 員 叙勲は、褒章条例に規定があるのと違いますか。多分…。犯罪歴の有無

の確認というのは。

副 会 長 表彰しようかという人の候補者が決まるでしょう、それは全部市に照会

するんです。だから、一度表彰もらったら、二度もらうことがあるかも

知れないけど、普通いっぺんで終わり。再びということは、また別の人

の場合という可能性がありますね。聞いてこなかったら答える必要はな

いんで、検察庁とか法務局で調べますということですが、市へ聞いてこ

られたら答えないとしょうがないですね。

委 員 毎年、その都度、審議会に諮問されるんですか。

委 員 それは10条１項の２号に当たるから審議会には諮らない。法令上の規定

がある、法令上明示の指示がある場合というのは、ここにはまわってき

ませんので。

会 長 審議会でこの手のものが出てきた、毎年出てきたという記憶はないね。

だから市によっては表彰に関わるものは、一回審議したら後は包括同意

みたいのでですね、人が変わっても一応審議はしたことがあるから、い

ちいち審議会にかけなくてもよろしいというパターンを作ってやってる

所もありますけど、川西はそういうパターンはしてましたかね。

実 施 機 関 今の点ですけれども、条例が平成７年１月１日から施行してるわけなん

ですけれど、審議会の部分については、その半年前から部分施行させて

いただいて、９月に審議会を設置をさせていただいて９月から12月の間

に既存の条例の中で法律に抵触するもの、あるいは審議会の議を経ない

と利用・提供できないもの、こういったもの全て全庁的に事務を洗い直

しまして、審議をしていただきました。それが答申第１号ということに

なってございます。その中にこの褒章等に関する情報については、情報

は本来本人から直接収集するという原則もございますし、あるいはこう

いった犯罪歴のようなセンシティブ情報については、取り扱いを基本的

にはしてはならないという規定があるわけなんですけれど、これについ

ては両方とも審議会に諮りまして、従来から取り扱っておりまして、例

えば選挙人名簿の調整ですとか、公務員の採用の件ですとか、あるいは

こういった叙位叙勲の関係ですとか、そういった場合に従来から明治の

時代から古くは江戸時代からこういった名簿が整備をされてきまして、

それに基づいて事務を行っておりますので、条例上もこういったことを

続けてよろしいですかということで諮問させていただいて、これについ

て支障ありませんという形で答申をいただいているというような経緯に

なっております。それで平成７年以降につきましては、それに基づいて

運用させていただいておりますので、新たに諮問させていただくという

ことはございませんでした。ただ今回、県の規則に基づいて提供すると

いうことでございまして、担当の総務課の方と調整をさしていただきま

した所、これについては運用の範囲もあるんですけど、安全側で念のた

めに審議会に諮問させていただいてご審議をいただいた方が適正ではな

いかということで本日審議をお願いしてるという状況でございます。

会 長 県の規則で作られてる表彰であるから、法律などで予定してるものでは

ないということだから、一応改めて審議会の意見を求めておこうと石橋

をたたいているわけですね。そういうふうにご理解いただきたいと思い

ます。委員どうぞ。

委 員 違う質問ですけど、この中の犯歴という言葉なんですけれども、普通、

犯歴というのは非常に広い意味で使うんですけれども、市役所で把握し

ているのは、先ほど副会長の言葉にもありましたけど前科者名簿ですよ

ね。前科と犯歴というのはだいぶ違うんですけれども、ここでいう犯歴
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というのはどういう意味なのかということなんですけど、たしか前科と

いうのは10年で抹消されますよね。

実 施 機 関 はい。

委 員 犯歴というのは、いわゆる犯罪歴ということで、例えば少年時代に検挙

されたとか、そういうのも犯歴の中に入るんですけども、ここでいう犯

歴というのはどういう意味かということなんです。

実 施 機 関 言葉の使い方がまずかったかも知れないんですが、刑が消滅される方に

ついては、市では廃棄させていただいてますので、昔にやって10年たっ

た分とかは廃棄させていただいております。

委 員 前科という意味ですね。

実 施 機 関 そうです。

委 員 前科は消えても犯歴は残る。

委 員 ちなみに、抹消はどういう形で抹消されるんですか。前にどこかで聞い

た時には朱で線を引くだけだと聞いたんですけどね。

実 施 機 関 抹消された方は、名簿自体を焼却処分をさせていただいております。た

だ１年保存した後という形になりますけど。それで焼却炉にもっていっ

て捨てております。

委 員 それは、どこの市でもそういうことやってるんですか。

実 施 機 関 それは市の取り扱いによって若干違うかもしれませんけど、川西市では

そういう形でさせていただいてます。

会 長 結局、そうすると市にあるという個人情報としては、前科歴というのか

な、それがあるということになるわけ、前科があるということで犯罪歴

があるわけではないわけ。

委 員 前科者名簿です。

会 長 前科者名簿だね。

委 員 前科者名簿に基づくわけですから10年ですよね、抹消されるのは。

実 施 機 関 そうですね、実刑を受けた方は10年。

委 員 実刑は10年。

実 施 機 関 罰金刑は５年。

委 員 そうですね、10年たったら何も記録残らない。

会 長 さっきの犯罪歴というのは、検察庁のどこにあるわけ。

委 員 警察ですかね、基本的に持ってるのは。

会 長 警察では前科というのは10年たったら消えるわけ？

委 員 警察は前科は持ってないです、犯歴です。

会 長 前科は持ってないの？犯歴の中には前科みたいなのはないわけ。

委 員 もちろんあります。記録はあります。

会 長 その記録というのは消えないわけ？ずっとあるわけ。

委 員 全国でデータベース化されててコンピューターたたくと、例えば50年ぐ

らい前の少年時代の万引きなんかも出てくるわけです。

会 長 出てくるわけ。えらいことやねそれ、流出したらえらいことやね。

委 員 前科というのは刑罰を受けたという記録なんです、不起訴になったのは

前科ではないんです。それは犯歴として永久に残るんです。だから、こ

こでいうのは前科ですね。

会 長 ということで理解をしたらいいということで、今、委員に説明していた

だきましたのでお分かりいただけたと思いますけれども、ここで私の方

から質問したいのは、この提供先に兵庫県をはじめ他の地方公共団体と

書いてあるでしょう。兵庫県なら話はわかるけど他の地方公共団体とは

どういう意味ですか。

実 施 機 関 本籍地で管理しておりますので、大阪府民の方でも川西に本籍のある方

について照会があるケースがありますので、実際は兵庫県と大阪府しか

照会は現在きてないんですけど、他の役所から来た場合でも同じような
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取り扱いをさせていただきたいと思いまして、そういう形で挙げさせて

いただきました。

会 長 つまり、兵庫県の規則で表彰する県の事務でしょ、県の事務で表彰の対

象になる人が兵庫県民だけではなくて、大阪府民もいるということです

か。

実 施 機 関 大阪府民の方が大阪府から知事表彰をうけるケースもありますので。

会 長 大阪府から…。

実 施 機 関 川西に本籍を置かれてる方は、北海道であっても沖縄であってもその犯

歴等については川西で、本籍を所管してるところで管理してるので、そ

ちらへ照会をいただくという。

会 長 なるほどね。

委 員 だけど、今回は兵庫県の県知事なんだけども、それならば兵庫県だけで

いいのに、はじめ他の地方公共団体と付いてるということは包括的にこ

こで承認してるということ？

実 施 機 関 ですから、同種の照会につきましては合わせてご審議お願いしたいと。

会 長 そういう意味になるわけ。つまり、今なにも大阪府から表彰の問い合わ

せがあるわけでも何でもないわけですね。だけど、そういう可能性があ

るからということだけど、だけどそれだったらもう一度出してもらわな

いといけないんと違うかな。

委 員 目的外提供の目的に「県政」と書いてあるからね。大阪府ではないです

ね。そのへん包括だったら、包括としていただいて。

会 長 これは何か包括的な同意案件というわけではないんでしょう。これはこ

こにおける兵庫県の表彰にかかる具体的な案件ですよね。だから、具体

的案件について、ここでは審議するわけで、また岡山県から来るとか大

阪府からくるとかですねいうようなものがあった場合、そういうのがあ

るから包括的になにか議論してほしいと。そういうパターンについては

以後いちいち審議会にかけなくてもいいようにしてほしいと。そういう

提案だといいわけです。だけど、今そういう提案になってないわけでし

ょ。具体的な兵庫県の案件について審議してほしいといってるわけでし

ょ。という事になると、その他の地方公共団体というのは提供先に不必

要ではないですか。いかがですか。

実 施 機 関 この件につきましては、当初から実例としましては先ほど申しましたよ

うに、兵庫県と大阪府が対象としてあるわけなんですけど、他の府県に

ついては実態としてはなかったわけなんです。本日、審議をいただきま

すにつきまして、事務局とも調整をしましたところ、やはりこれは制度

的には本籍を川西市の置かれる方についてはどの府県であってもこうい

うことであるということから、件数的に主なところはもちろん兵庫県な

んですけれども、兵庫県と大阪府に限る必然性というものは逆にないの

ではないかということで、兵庫県を代表的な例として本日規則等につい

ても事情を説明させていただきまして、これと同種の取扱いにつきまし

ては、一つの類型として判断をさしていただきたいと、この類型からは

ずれるものにつきましては、また別途審議会で審議をいただきたいとい

うように考えております。

会 長 包括的な、何かこれまで同種のものが何回も出てくるから、審議会にい

ちいちそのことについてだけ審議をしてもらわなくても、審議会として

は以後同じようなものが年度を違えて出てきたら、それで一回承認して

るからいいという範疇があるでしょう。それはそれとしていいわけだけ

ど、今回の場合はそういうふうにすると、表彰というと広いじゃないで

すか、だからこの場合に今出てきた技能顕功賞とか、優秀技能者表彰と

か、そういうものについて以後また出てきたら、同意は一回してるから

いいという話になるのか、その場合に兵庫県が今審議の対象になってる
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わけだけど、もしそれが兵庫県じゃなくて、他の所の技能顕功賞とか青

少年技能者表彰というのがあって、それの照会があったら、ここで一応

審議したことになるのか、それは技能者云々じゃなくて、もっと別の表

彰の場合もその中に含めるという話になるのか、そこの所の承認の範囲

が、どこまでが承認されたことになるのかというところが、はっきりし

ない所があるじゃないですか。そもそも今日の審議の対象というのは、

包括同意として扱ってほしいというような諮問だというふうにはあまり

理解してなかったね。ですから、包括的に今ここで何か承認をしたら以

後同種のものを、つまり県の規則とかで表彰の対象になってるものにつ

いては、青少年優秀技能者表彰に限らず、いろんな表彰もみんなそれで

審議会としては審議をして承認したとなるのか、そこの所が曖昧だから

今確認してるわけですけれども、その点はどうなんですか。

委 員 諮問書そのものを見ると、目的外利用提供について知事表彰の選考に伴

う候補者の戸籍事務における個人情報（犯歴等）提供ですから、類型的

でこれを全部やってるかもわからない、兵庫県知事なんとか賞と書いて

あるわけではないので。するとこの書き方で別に間違いない。

会 長 知事表彰はこれで。

委 員 知事表彰に関するものはここで類型的に一括して、こうなりますよとい

う書き方としては、諮問する書き方としてはそうなってますね。

会 長 それでは、委員からの指摘もありますように、兵庫県とはそこのタイト

ルには書いてないとなれば、事務局の意図してるところは知事の表彰で

あればいろんな種類の表彰も、そこで同意したということにしてほしい

と。それから表彰先も、兵庫県ではなくて大阪府も含まれてるというよ

うなことで審議をおいてほしいと。そういうふうに提案してるんだとい

うことのようですから、審議会の皆さんそれでよろしいですか、そうい

う理解のもとにここで一応議論をして、そして外部提供についてはそれ

でよろしいとか、本人に通知するのを省略するとかを決めるということ

でよろしいですか。なにかそれについてご意見ありませんか。はい、委

員どうぞ。

委 員 今の件に関してと、他もあるんですけど…。

会 長 今の件についてご発言いただければありがたいです。

委 員 兵庫県はじめ他の地方公共団体ということであるんですが、市町村の関

係をお聞きしたいんですけれども、地方公共団体ということになれば、

市町村も入ると思いますんで、ただ表の方で知事表彰と先ほどご指摘あ

りました知事表彰となってますんで、それだけに限るのか他の地方公共

団体、市町村の照会があるのか、ないのかというのが私わからないんで

すけれども、もしあるんであればそれをどうするのか、その辺をお願い

できますか。

会 長 たしかに今のことと関連して、他の地方公共団体と書いてあると市町村

も入るんではないですかと。市町村が表彰するのにまた問い合わせてき

たら、それもこの中に含まれてるのかというご意見ですよね。

実 施 機 関 市町村が表彰する照会は今までなかったですので、今後もないかと思わ

れます。

会 長 なかったけれども、ここでそういうふうな書き方をしてると、あったと

きは、それは審議したということになるわけでしょう。もしそうだった

ら兵庫県をはじめ他の都道府県と書かないと具合悪いという話になるじ

ゃないですか。

実 施 機 関 本日の諮問資料第24号におきましても、知事表彰という形でさせていた

だき、また別紙の目的外提供の目的欄のところにも県政の振興にという

形に記載させていただいておりますので、それを市町村長あるいは提供

先を他市と読むことにつきましては、類型としても範囲が広すぎるのか
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なと思いますので、先ほど会長ご指摘いただきましたように提供先とし

て兵庫県はじめ他の都道府県という形でしていただいたほうが目的、あ

るいは諮問書の表現とも連携がとれますので、そういうふうにしていた

だいた方が結構かと思います。仮に他の市町村から照会がありました場

合につきましては、再度こういった形でご審議をいただく、そのほうが

より適正ではないかなと思います。

会 長 なるほどね。それでは審議を推進する意味からも、そこの提供先は兵庫

県をはじめ他の都道府県というふうに限定するということで、ここで審

議の対象を限っていきたいと思います。提供先はそういうことで、兵庫

県のみならず都道府県、主として大阪府を念頭に置いてるという話です

けど、そういうところから、こういう表彰についての問い合わせがあっ

た時には、これについて個人情報の外部提供をするということについて

の審議というふうにお考えいただいて、あとでご審議いただきたいわけ

ですけれども、今ご説明いただいてる実施機関の方々に質問があればお

尋ねしていただきたいと思います。委員どうぞ。

委 員 はじめて審議会に出席させていただきますもので、審議内容に外れる、

あるいは説明あった内容が含まれるかも知れませんが、そのときはご指

摘よろしくお願いします。まず第一点目ですけれども、他の地方公共団

体、他の市町村ですけれども、阪神間でもこういった犯歴を求められて

も出さないというような市町村があるのかどうか、あるないにかかわら

ず、事務局としての考え方を教えていただければ、それも参考にさして

いただきたいなと。いわゆるこういった場合に、犯歴を出すということ

についての事務局としての考え方をできれば教えていただきたいと思い

ます。もう一点が、聞き漏らしたかも知れないんですが、県の規則の中

で表彰の有無をする場合に犯歴を考慮にいれるという内容があるのかな

いのかもう一度教えていただきたいと思います。資料見させていただく

範囲では、福祉大会のところについては、候補者の資格要件ということ

で破産宣告の有無、あるいは刑罰ということで載ってるんですけども、

今回の審議内容であります所では、その辺が見当たらなかったんで、あ

るのであれば教えてください。以上です。

会 長 実施機関いかがですか、今の質問に対してお答えいただきますか。

実 施 機 関 ただいまのご質問の中で他市の阪神間の状況でございますけれども、阪

神間で尼崎、西宮、芦屋、宝塚、伊丹、三田、猪名川町この各市町につ

きましては、それぞれ回答されてると伺っております。それから規則の

部分で、具体的にそういう項目が載っておらないというご指摘の分でご

ざいますけれども、この分につきましては、技能者の模範になる、先ほ

ど若干説明をさせていただきました他の模範となるというものであると

いうような状況の中に含まれるものではなかろうかというふうな判断を

いたしているところでございます。

会 長 今のご説明ですけれども、この２の市長宛の知事からの依頼については

被表彰候補者として、そこに示された方の刑罰等の調書の発行について

ご配慮くださいと書いてあるわけですね。兵庫県技能顕功賞規則という

のがあるわけだけど、そこに書かれているのは、具体的に前科歴とかそ

ういうものがあるなしということを表彰の要件と明らかにしてるわけで

はないけれど。

委 員 実施要綱の中では、２条１項の４、日常行為において他の技能者の模範

と認められる者。

会 長 他の模範となると書いてある、そこの部分で犯罪歴を要件というか、考

慮するそういう事項としてるのではないかというのが、今のご説明なん

ですね。それも一つの考え方だし、そこに要件が犯罪歴云々と必ずしも

書かれてなくて、それを知事の方から要件とする旨の通知受けるから、
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規則にそれが書かれてなかったら、答える必要がないということにはな

らないようには思いますけど、大体それでよろしいですか。

委 員 結構です。

会 長 他に何かありませんか。

委 員 質問なんですけれども、例えば仮釈放なんかで出てきてる場合、そのデ

ータはどこが把握してるんですかね、保護観察所ですか。

実 施 機 関 そうです。満了した時にそちらから送られてきます。満了しましたとい

うことで。

委 員 無期懲役で仮釈放になる場合は。

実 施 機 関 それはまったく、仮釈放されたという情報は来ません。

委 員 そういう人は、表彰される可能性はあるんですかね。

実 施 機 関 無期懲役という時点でその犯歴自体が残りますんで。刑は消滅しません

から。

委 員 しかし、それは市にはないわけでしょう、データは。

実 施 機 関 無期懲役というのが、実際あるかどうかわからないんですけど…。

委 員 懲役20年なら20年確定するでしょ。それは市の方には来るんですか。

実 施 機 関 来ます。

委 員 刑罰受けた人のデータでしょ。

実 施 機 関 そうです。

委 員 ですから、出所した人ですよね、前科、刑罰を受けた記録ですよね。刑

の言い渡しを受けた記録じゃないですよね。

実 施 機 関 いいえ、刑の言い渡しを受けた記録です。

委 員 刑の言い渡しを受けた記録ですか。前科者名簿、執行猶予になった人も

載るわけですか。

実 施 機 関 それも載ります。

委 員 そういうことですか。

実 施 機 関 ただし、執行猶予の場合は、執行猶予期間が切れた時点で刑が消滅しま

すから、その時点で市からは廃棄させていただくというかたちになりま

すけど。

委 員 無期刑の場合も無期刑の段階で載るわけですか。

実 施 機 関 そうなります。

委 員 そういうことですか。

会 長 よろしいですか、他に何かご質問はありませんか。それでは、我々の方

でいろんなことをお尋ねしたけれど、それをもとに後ほど審議をとりま

とめるということでよろしいですか。それでは、実施機関の皆様ありが

とうごいざいました、これで大体、審議が出来るということですから、

退室していただいて結構です。ありがとうございました。

※ 実施機関（生活文化室市民課） 退室

会 長 この審議は後ほどということにいたしまして、もう一つの目的外利用に

かかわる案件ですね、これについて今度は健康づくり室と保険年金課の

方からご説明いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

実 施 機 関 目的外利用及び提供についてご説明申し上げます。まず、今回個人情報

の提供を受けようとする目的でございますが、国民健康保険被保険者の

健康の保持増進を図り、増え続ける医療費を削減しようとする目的で、

川西市国民健康保険ヘルスアップ事業を10月以降に実施を予定しており

ますが、その参加者の抽出及び分析のための基礎資料として、基本健康

診査の受診者情報を利用しようとするものでございます。具体的には、

健康づくり室で実施しています基本健康診査の受診結果に基づき、生活

習慣予備軍を抽出し、国民健康保険ヘルスアップ事業への参加を呼びか
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けようとするものでございます。次に、このヘルスアップ事業の概要に

つきまして、お手元資料の川西市国民健康保険ヘルスアップ事業実施要

綱に基づきまして、説明申し上げます。まず、事業導入の背景でござい

ますが、本市国民健康保険事業は平成10年度より赤字で厳しい状況が続

いております、今後は被保険者の健康の保持増進を図ることにより、医

療費が削減されることから、保険事業を積極的に展開していく必要があ

るということでございます。次に事業の目的でございますが、近年本市

におきましても、糖尿病、高血圧等の生活習慣病が増加しており、その

結果医療費が増え続け、ひいては死に至るケースもございます。その生

活習慣病予備軍を運動、栄養教室を開催することなど個別支援通じて予

備軍からの脱却を図ろうとすることを目的としております。事業の実施

体制につきましては、保険年金課及び健康づくり室の企画を基に保険年

金課及び委託業者で実施し評価しようとするものでございます。対象者

の選定につきましては、基本健康診査、診療報酬明細書、アンケートに

より、生活習慣病予備軍の抽出を考えております。評価指標は「身体状

況」と「生活習慣」を用い改善の程度を評価しようと考えております。

個別健康支援プログラムにつきましては、基本健康診査や生活習慣アン

ケートを基に参加者30名程度を抽出しまして、期間は３～６ヶ月を予定

しております。具体的な事業内容でございますが、運動教室４回、体力

測定、血液検査、栄養教室を２回、個別健康相談を予定しております。

事業実施後の評価につきましては、効果性、経済性、波及性、継続性ご

とに評価を行い、次年度以降の事業に生かす考えでございます。プログ

ラム終了後も、身につけた生活習慣を維持継続するためのフォローアッ

プも予定しております。事業実施により得られた身体状況等の個人のデ

ータは適切に管理し、その保護に留意します。最終的にはこの事業を行

うことにより、増加し続ける医療費の抑制を目指しております。また、

このようなヘルスアップ事業を国民健康保険担当課で行う理由でござい

ますが、国民健康法第82条におきまして、保険者は健康の保持増進のた

め必要な事業を行うように規定されていることと、平成20年度より生活

習慣病に着目した保険指導の実施が医療保険者に義務付けられてること

でございます。以上が今回諮問させていただきました健康診査事務にお

ける個人情報の提供についての説明でございます、よろしくお願いいた

します。

会 長 はい、ありがとうございました。今、保険年金課の方からご説明いただ

きましたけれども、老人保健法における健康診査事務ということで、保

険年金課のほうで、国保の82条に基づく事業を行うと。そのための抽出

者として、健康づくり室にある情報を利用したいと。こういう話ですよ

ね。健康づくり室というのはどういう組織なのか良く知りませんけれど

も、健康づくり室にそういう人たちの個人情報があるということは、何

か説明いただけたらありがたいけど。

実 施 機 関 私どもの組織といたしましては、健康福祉部健康づくり室として、保健

センターの業務、予防歯科センターの業務を担当させていただいてるわ

けでございまして、保健センター建物は市役所の北側にありますけど、

その場所におきまして、市民の皆さんの各種検診業務、基本健康診査を

中心といたしまして、各種その他のガン検診こういった検診等を集団と

して保健センターにおいて実施をしております。また先ほど説明のござ

いました基本健康診査につきましては、地域の医療機関、医師会を通じ

まして、個別検診の委託という形でもお願いをいたしてるところでござ

いまして、市内の市民の方々の基本健康診査事業として実施しているそ

のデータが、私どもの保健センターに集約されてございまして、そのデ

ータを、今回国民健康保険課の方におきまして、新たな事業として実施
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をしていきたい、そのために私どもの持っておりますデータを活用した

いということで、お諮りをさせていただいているということでございま

すので、よろしくお願いいたします。

会 長 ありがとうございます。今ご説明いただいた国民健康保険ヘルスアップ

事業実施のための個人情報の目的外利用ですね、これに関わるご質問い

ただければと思います。委員の皆さんいかがでしょうか。

委 員 今、データを集約されてるということで、今回対象になるのは、氏名と

性別、住所、受診者情報と幅広い内容になっているんですけれども、病

歴とかも含まれるんですか。

実 施 機 関 基本検診に使用いたします内容でございますけれども、問診を行います

のと視触診によります診察、それから聴打診を医師によりまして行って

おりますが、それから血圧測定、身体計測、検尿、血液検査、これは貧

血、肝機能とか腎機能とか尿酸、血糖、ＨＢＡ１Ｃ、あるいは血小板数

等の内容の血液検査、それから心電図検査の項目がございまして、これ

らのデータが個人データとして検査を行いました個人さんの状況はどう

だったのかと記入されておりまして、そうした状況のデータの開示とい

うことでございます。

委 員 それらの全データを出すというか、開示するということですか。

実 施 機 関 保健センターからいただく資料は分析もございますので、検査結果を基

に抽出するためにはデータいただくことになっております。

委 員 もう一つ地域の開業医であるとか、市民病院も含めてなんでしょうけれ

ども、その辺のデータも今おっしゃったようなデータが健康センターに

集まってくるということですか。

実 施 機 関 健康づくり室の方での集団検診は、まず保健センターで行っている基本

検診と、先ほど室長の方から申しましたように、各医療機関、受診者の

利便性を考えまして、お住まいの近くで受けれる方がいいということで

各医療機関の方に委託して行ってる検診があり、その分につきましては

こちらが委託して行ってる検診ですから、データは全てこちらの方で集

約してるということでございます。

会 長 保健センターにあるデータというのは、国民健康保険の被保険者の全員

のデータというわけではないですね。つまり、市民全員が保健センター

の検診を受けてるわけではないんでしょう。

実 施 機 関 もちろんそうでございます。受診された方のみのデータでございます。

会 長 ですよね。だから、国保もまた逆にいえば、国保に入ってる人だけの事

業なんでしょう。国保に入っていて保健センターで受診した人のデータ

だけが活用されると、それ以外の人は抜け落ちるわけですな。そうする

と。

実 施 機 関 今回のヘルスアップ事業でございますが、まず抽出のため二つ考えてお

りまして、まず一つは基本健康診査を受けた方の中からの抽出と、もう

一方で診査は受けておられませんけどもアンケートをとりまして、その

中から抽出も考えておりますので、そういう方法で受けてない方にも抽

出は考えております。

会 長 いかがですか、他にご質問何か…。私もいろいろ質問はあるんだけど、

はい、どうぞ。

委 員 アンケートを取られたときに、これをこのように活用することがありま

すと聞かれたんでしょうか。私でしたら、内容がどんなのか自分自身が

知りたいと思いますけど、他人に知られたくないです。そういうのを使

ってもいいですかというのを一言聞かれてから、どうしようかなと悩ん

でから回答すると思うんですけど、そのことを皆さんに聞かれてから活

用されるんでしょうか、教えてください。

実 施 機 関 アンケートにつきましては、ヘルスアップ事業するためのアンケートと
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いうことで、まだこれからでございますけれども、考えております。た

だ健康診査の方につきましては、本人さんもご存知の情報でございます

ので、それを基に本人さんの身体的な状況で生活習慣病予備軍の方を選

ぶ部分でございますので、基本健康診査の時以前には了解は得ておりま

せん。

会 長 アンケート行うというのは、誰にするんでしたか。保健センターで受診

した人で、国保の方から抽出した人になるんでしたか。

実 施 機 関 アンケートといいますのは、保健センターで基本健康診査を受けておら

れない方の中で、国民健康保険加入者の方にアンケートを送る予定にし

ております。

会 長 保健センターで受診しておられない方で国保の方に入っている方、この

人にアンケートを。アンケートの内容は何でしたか。

実 施 機 関 やはり、同じように本人さんに書いていただきますけれども、体重とか

身長とか、一般的なことです。

会 長 個人の申告ですから、本人が知られたくないと思えば書かない人もいる

ということですな。そうすると、書くのを強制するわけにも行きません

からね、そういうことになるわけ。そのアンケートに基づいて、そのア

ンケートの書いた人の中から、さらに検診してもらう人を決めるという

ことですか。

実 施 機 関 その通りでございまして、これからの事業でございますけれども、アン

ケートについては2000名位送る予定にしておりまして、その中から絞っ

ていきまして、最終的には保健センターで行ってる健康診査での生活習

慣病予備軍の方と、アンケートから抽出した合計30名位を最終的には考

えています。

会 長 30名、少ないな…。そうなんですか。

委 員 アンケートを取るのが、30名ではなくて事業に取り込む人が30名。

実 施 機 関 ヘルスアップで個別の健康支援をさせていただく最終の教室にご参加い

ただけるのが、30名程度ではなかろうかなと。我々といたしましては、

初めての事業でもございまして、先ほど課長が申し上げましたように、

2000名からの方を対象にアンケート等で健康状態ですね、生活習慣病で

すので、なかなか自覚症状がない、いわゆるメタボリック症候群の方を

改善していこうというもんでございますので、2000名の方をやっても、

今までの実績から30名程度の方しか手を上げていただける方がないんじ

ゃなかろうかという推定で、今年度の事業を開始しようというものでご

ざいます。今後におきましては、順次、経験を踏まえまして、当然拡大

を図っていきたいというふうに考えております。

会 長 それでね、国民健康保険担当課というのは、実働部隊としての、何か保

健センターみたいな施設とかないわけですよね。これは市のやり方によ

るんだけど縦割りみたいな感じでね、それをなんで保健センターに委託

しないのかなと。これを見ると、外部の所に委託業者と書いてあるでし

ょう。委託業者ということになると、一つ疑問になるのは借りたデータ

をまた外部提供するということになるのではないか。保健センターから

もらったデータを国保の担当課が外部の人に頼むんでしょ、検診したり

するのを。そうすると、外部提供をここで言ってもらわないといかんと

なりかねないような気がするんですけど。だから、外部の人にやらせな

いで、なんで保健センターでやらんのかなと私は疑問に思ったんだけど

それは市のやりようだから何ともいえませんけどね…。

委 員 ここのデータは30人選ぶために使うだけで、委託業者にそのデータ渡す

わけではないでしょ。

会 長 そうですか？

実 施 機 関 先ほど会長さんがおっしゃってました縦割り行政云々ということで、説
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明が若干課長の方で、平成20年度からの法改正等々を不十分ながら説明

しております。おっしゃいますように、現在の保険事業は保健センター

でやっております、我が川西市の国民健康保険事業といたしましては、

加入者の方の人間ドックというような保険事業をやってるにとどまって

おります。先だって６月の国会では…。

委 員 そんなのはよくって、ここでどういうふうに情報を使うんだと。もらっ

た情報を受け取って、さっきの事業に必要とされる選ぶべき30人を選ん

で、その情報を委託業者に渡すのか渡さないのかということですよ。情

報は30人を選ぶためだけに使うんでしょ。

実 施 機 関 その30人の方の分ですけれども、それ以外のデータも分析の方を委託業

者の方に、そういう分析等々を頼むということになります。

委 員 委託業者に分析頼むんですか、それは外部提供ですよね。

会 長 やはり、外部提供になるね。

委 員 じゃあ、提供先は市民生活部保険年金室保険年金課及びその委託業者と

いうことになるんですか。情報提供先は。

実 施 機 関 委託は川西市として委託契約を行い…。

委 員 だから、その情報を契約した医者に渡すのか、渡さないのかということ

です。

実 施 機 関 データは渡ります。

委 員 じゃあ、提供先、間違ってますよね。

会 長 だから、二段構えみたいになるわけですな。つまり、保健センターから

目的外利用で出してもらったデータを、今度は保険年金課の責任で外部

の人に提供するということになるんでしょう。変な言い方をすれば、又

貸しみたいなことになるわけだ。

委 員 違うよね、これ30人抽出するために、とにかく健康診断のデータくださ

いといってるだけですよね。それ以上のこと言ってるわけではないです

よね。

事 務 局 すみません、委託の部分なんですけれども第15条の方に委託に伴う措置

というのがございまして、委託をするときは外部提供という解釈ではご

ざいませんで、委託契約の中で個人情報取り扱うにあたってこういうこ

とを適切にこうしなさいという色んな事項があるんですけれども、そう

いうふうなのを受けて委託をしますので、今回の案件につきましては、

あくまでも保健センターの持ってるデータを保険年金課の方で活用をし

たいというだけでございます。

委 員 委託業者に渡すときはここは関係ないんですか。

事 務 局 この条例第15条の規定を見る限りは、あくまでも目的外利用提供という

丸ごと契約も何もなしで渡す、利用するというような部分が第10条の部

分でございまして、委託は別途第15条において委託に伴う措置というこ

とで、規定を設けさせていただいておりますので。

委 員 目的外提供になるんでしょう。

会 長 なるほどね、委託の場合は外部提供という範疇には入らないで、外部に

委託する契約に基づいて、市の部局が責任を持って外部提供に関わる措

置を保護するということですね。15条の規定はたしかそういうことにな

ってますからね。ですから、15条の委託という場合は外部提供という範

疇では説明しないということで処理してるということですから、そうな

れば外部提供については審議会の審議の対象とはならないわけで、外部

委託をするという場合は、契約に基づいて外部に提供されたものに対す

るいろんな措置というのは当然その中に書かれるわけですな。契約の中

に、個人情報はどういうふうに扱うかということを書くということにな

りますね。それではこの件についてはいかがですか、他にご質問ありま

せんか、後で目的外利用の妥当性について審査するに十分だということ
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になりますか。

委 員 もう一つ質問ですが、、統計を取って30人を選ぶといわれたんですけど

統計を取った、2000人から取った統計は30人を選ばれた後はどうなるん

ですか。

実 施 機 関 2000人の方にご協力いただきますので、すべての方に回答いたしまして

健康のために使いたいと考えております。

委 員 その時点で、病歴とか、何とか全部知られたという事が、その時にその

人たちが分かるわけですね。体重とか。

実 施 機 関 お体の状況のアンケートでございますので、病歴とかではなくて、個人

の方の病状をお教えいただいて、それについて専門家がチェックしまし

て回答するという形を考えております。

会 長 ご本人が申告したことについて、評価をしたものが本人に帰ってくると

いうわけですね。ということのようでよろしいですか。それでは、他に

質問ありませんか、それでは皆さんありがとうございました。後ほどそ

の妥当性について審議をしたいと思います。ではご退室いただいて結構

です。ありがとうございました。

実 施 機 関 よろしくお願いします。

※ 実施機関（健康づくり室及び保険年金室保険年金課） 退室

会 長 それでは二つの案件につきまして、それぞれ所管の課から外部提供とか

目的外利用の必要性についてご説明いただいたわけなんで、まず最初に

知事表彰の件につきまして、第10条の外部提供になるわけですけれども

審議会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的外の目的のため当

該個人情報を利用し又は提供することに相当の理由があり、かつ本人の

権利、利益を不当に侵害するおそれがないと認められるかどうかという

ことをご審議いただきたいと思います。どうでしょうか、表彰に関わっ

てそういう問い合わせがあるということで、権利、利益を不当に侵害す

るおそれがないと、表彰の対象者になってる人がそれ言ったらもらえな

くなる、不利益になりかねないけど、ここで言う本人の権利、利益を不

当に侵害するおそれというのは不当でないということですな。犯罪歴が

ある人が、そこでチェツクされて表彰の対象にならないというのは広い

意味では、全体の利益と。それは、本人に対する不当な権利、利益の侵

害というわけではないという話ですな。

委 員 表彰の対象になってる人は、本人は分からないわけですね。

会 長 本人は知らないわけですね。

委 員 例えば、前科がある人が知られたくないと思ってる人が、たまたま、そ

の人が表彰の対象になってしまうと、自分に前科があるということが分

かってしまうんですよね。

委 員 それは表彰しませんから。

委 員 しないけれども、他府県から問い合わせがあったときに、そこに分かっ

てしまうわけですよね。

会 長 他府県の担当者がするということは、けれどもそれは仕方がない。

委 員 全くないというわけではないが、表彰という大きな、そちらの方が優先

するかなという感じはありますけどね。

会 長 提供することに相当な理由があるということだね。相当な理由があって

本人の権利、利益を不当に侵害するおそれがないというのがこの条文の

規定ですけど、相当の理由というのと、権利利益の不当な侵害のおそれ

がないというのは同じ重さですかね。これは外部提供などとよく例とし

てあがるようなケースですね。よその自治体も、大体それで逆に言った

ら川西市にそういう候補者がいるという話になるわけで、候補者が一人
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もいなかったら、そんな問い合わせもないわけでしょうけど、市として

もいい話だと思います。

事 務 局 論点はずれるかも知れませんが、叙勲の場合は、各所管のほうから上申

していくという形になります。それで、上申する際に刑罰調書がいりま

して、その刑罰調書がなければ上申が出来ない形になります。大部分の

方は刑罰がない方が大半なわけで、それがもし付けられないということ

であれば、一切叙勲の対象にはならないという形にもなってこようかな

とは思います。知事表彰で刑罰調書をつけなければ表彰しませんとなっ

ているのか私には分かりませんけれども、そういう表彰受けられる方に

とっては、付けないことで不利になる可能性もあるかなと逆説的な論理

になるかも分かりませんが、そういう面もあるかなと思います。

委 員 申請書の添付書類として付けないと、申請が受理されないというわけで

すね。

事 務 局 そうですね。

会 長 いかがでしょうか、これについては審議会の意見を聴いて同意を得ると

そういうことにはなってないけど、意見を聞くというのは同意をすると

いうような答申になるわけだね。ですから、そういう妥当であるという

ことで答申するということでよろしいですか。

各 委 員 異議なし

会 長 はい、ありがとうございました。それでは、一件目の知事表彰の選考に

伴う候補者の戸籍事務における個人情報の提供については、審議会で審

議した結果、妥当であるというそういう答申をするということにしたい

と思います。その件ではそこにある表(諮問別紙)のごとく、もう一つは

本人の通知の有無ということなんですけれども、これについてはいかが

でしょうか。そこにある通知はしないと、犯歴、ここでは前科です、前

科の照会は、それぞれの規定に基づく選考のもので本人に通知はなじま

ないものである、もらえるかもらえないか分からないわけですから、一

般には、本人には通知しないというのが慣例だと思いますから、この場

合も通知しないということで、これも通知しないということは妥当であ

るということでよろしいですね…。はい、ありがとうございました。本

人通知の分も原案で妥当だという風に答申するということにしたいと思

います。提供先に対するする処置は、そこに書かれてる通り実践しても

らうということですね。それでは、この件はご了承得たと。妥当である

ということですね。では、もう一件の方についてご意見をいただきたい

と思います。老人保健に係る健康診査事務における個人情報の提供です

ね。これは保健センターから保険年金課の方に約2000人分となるんでし

たか。

委 員 アンケートが、2000人でもっと多いわけでしょ、国民健康保険に入って

る人みんなと思いますよ。

委 員 いわゆる、基本健康診査受けた人プラス2000人ほどのアンケート。

委 員 でも、返すのは2000人とはっきり言われましたから、自分が知らない間

に自分の情報全部知らない人に見られてることに…。

事 務 局 私の理解ではアンケートの部分は、本人に対して健康状態を聞きますの

で、これは本人情報では…。

委 員 アンケートの方は、自分が出して自分で帰ってくるからその人はそうい

うことに使われるということが分かっているから、いいんじゃないかと

思うけれど、何にも思わず検診してて、それが情報として他の人に見ら

れてるのはいやだなと思いました。

会 長 いや、検診の情報は先ほどの話では、国民健康保険の被保険者で保険セ



Ｎｏ．１９審 議 経 過

ンターで検診を受けてない人と言ったんと違う？

事 務 局 アンケートとるのは受けてない方。

会 長 受けてない人でしょう。だから、受けてない人と検診を受けてる人のデ

ータ。

委 員 アンケートは保険年金課がやるわけだから、目的外利用でもなんでもな

い。

会 長 ないわけですな。その時にやみくもにやるんではなくて、保険センター

で検診を受けてない人をチェックしないといけないわけで、誰が保険セ

ンターで検診を受けてるかどうかということを、教えてもらわないとい

けないわけで、保険センターで。

委 員 2000人ほどと言ってたから、分かってるんじゃないですか。

事 務 局 何名かというのは私も分かりませんけど、健康診査を保健センターで受

けておられる方でまったく異常がない方であれば、この事業の対象には

ならない。ですから、委託して抽出をするというのはですね、この方こ

ういうことを気をつけなさいという医者的な委託ではなくて、項目的に

成人病の可能性の高い数値の方を抽出するという意味であろうかと、私

は思ったんですけども。

委 員 わたしもそういうふうに聞いたんですけども。だから、健康センターで

健康診断受けた人の中の血糖値が高いとか、コレステロール値が高いと

かそういう人を抽出するために使うという、そのデータを。

会 長 提供する個人情報の内容というところ基本健康診査の受診者にかかる氏

名、性別、住所等の受診者情報となってるでしょ。等というのが、何が

入ってるのかという話になるんですけど。

委 員 先ほどからの話だと、検査内容ですよ。

会 長 その内容が重要になるんですけど、内容が等になるというのはおかしな

話ですな。

委 員 一覧表になってるのをこれを全部渡すということでしょう。

会 長 それを提供してもらって、それを使ってどうするんでしたかな。

委 員 この人は危ないか危なくないかチェックして、30名ほど選ぶという話。

会 長 選ぶ、それと先ほどのアンケートの何でしたか、先ほどの。

委 員 それも一緒にするということでしょう。

委 員 健康診査を受けた人と、報酬の明細書がお医者さんからきます。その分

と、アンケート2000人分と３つを合体して30人を選ぶ。

会 長 30人を選ぶ、そういうことになるわけですね。

委 員 ただ、それをするときに30人を選ぶのは外部へ委託する。そういう理解

をしたんです。それでいいんですね。

事 務 局 30名になるのかわからないんですけど、最終的に30名ほどがご協力いた

だけるんじゃないかなという意味合いだと思うんです。もう少し広いか

も分かりませんね。

委 員 それと、補助金との関係です。

委 員 委員の言われるように、重い人のデータ出してね、市の方でも悪い人の

数字で出てくるんで。

会 長 これも先ほどと同じような10条１項４号のことになるわけで、提供する

ことの相当の理由がある、かつ本人の権利、利益を不当に侵害するおそ

れがないと認めて提供する、あるいは利用するということが妥当かどう

かというこという判断なんですけれども、これは先ほどに比べると本人

の権利、利益を不当に侵害するおそれというのは、むしろ本人の利益の

ためになるわけですな、本人に早く気付かせるとか治療を受けるような

環境を作るのはいいわけで、相当な理由があるというのも、そういうこ

とになるんでしょうね。

委 員 ただ通知の問題に関しましては、さっきと違って委員がおっしゃられた
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ように、健康診断で私が受けたデータを知らないところで勝手にこんな

ところで使われてるという話になって、保健センターが持ってるのは自

分が受けてるから当然知ってるけども、年金課でそんなものに使ってる

というのは、全然知らないわけですからね。事業の性質を本人が知りう

るものであるというのは、確かに健康診断の結果は知ることができます

が、知らない人が見てるというのは知らないわけで、通知しないという

のは、本当に正当な理由はあるのかなという、この件については？を付

けたい。

会 長 そうですね。通知しないというのは、本人のデータが知らないところで

活用されてるという話になるわけだね。

委 員 30名に当たった人はいいですよ。あなたはこういうふうな病気で悪いか

らこちらに来てくださいと言われるんだったら、こういうふうに使われ

て、たしかに私悪いんやなと分かるけど、省かれてる人はわからないで

すよね。

委 員 結果ですからね。使った後のことですから。

委 員 通知しないということが、本当に相当な理由があるというか。イエスか

ノーか聞くんじゃなくて少なくても使いますよという通知ぐらいはいる

んじゃないかと思うんですよね。

会 長 だから通知というのは、センターで検診を受けた、一応問題がある人の

場合は、その中から選ばれる可能性あるわけですね。だけど検診を受け

てない人か受けてる人かという選別の際に、本人の情報使ってるわけで

すけど、それについてまで通知というのはしなくてもいいでしょうね。

受検してないということについて、国民健康保険担当課に知らせました

ということを本人にわざわざ言わないといけないかという話やけど。

委 員 あるいは、健康診断の際に国民健康保険の被保険者であるということは

分かってますよね。それでこの国民健康保険に関する事業について活用

されることがあるとか、あらかじめ告知されてるのかどうかですよね。

告知されてたら、別に告知する必要はない。

会 長 普通は告知してないでしょうね。

副 会 長 今後のために条件としてしてね、今後の受診者に対しては入れなさいと

言えるけど、今までのデータを使おうと思うと、やはり…。

会 長 保健センターの受診者について、あらかじめそういうデータを国保の事

業に使うは言ってないからね。

委 員 多分、国民健康保険事業の一環としての基本健康診査ですということぐ

らいは通知されて、それで健康診断を受けにくるわけですから、使われ

るということが、その表現だけで果たして通じてるかどうかという、普

通、健康診断してくれるから行こうかというくらいだろうと思いますの

で。

会 長 だからどういう場合に、どういう格好で通知したらいいかというと、ど

うなりますかね。この案は通知しないということを言ってるわけですけ

ど通知しないということがいいかどうか。

委 員 川西市国民健康保健ヘルスアップ事業実施のために活用させていただき

ますというぐらいでいいんじゃないですかね。

会 長 その場合、誰から誰に知らせるわけ。

委 員 保健センターから渡しますよということを伝えるわけですよね。

会 長 保健センターがデータを渡す人、データの対象になってる人に通知は必

要ではないかと、どうですかね、必要ということでしょうか。

委 員 受けたか受けてないかということだけをチェックするために、住所とか

性別出すわけじゃないんで、健康診断の結果も出すわけでしょう。

委 員 これ住所、氏名を隠したようには提供出来ないんですかね。

委 員 隠したら抽出が出来ないでしょう。
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委 員 電子データの形でしょ。別途番号振って、その形で提供するというわけ

にはいかないんですかね。

委 員 すると、抽出されたときに、その人、番号で抽出するけども国民健康保

険の事業ですから、保険年金課から言わないといけないわけで、あなた

ヘルスアップ事業に参加してくださいといわないといけないわけですか

ら、住所も氏名もいるという話です。

委 員 それで、30名40名抽出しますよね。それについてあとで通知したという

のは。

委 員 後でというのは。

委 員 抽出した後で。

委 員 抽出した後で、抽出した人を知るのはどうやって知るの。

委 員 それは健康づくり室に聞くわけです。

会 長 国保の担当というところには、国保に加盟してる人の住所、氏名みなあ

るわけですよ。

委 員 健康診査受けたかどうかわからない。

会 長 だから、住所、氏名というのは本来的なことをいったら、ここで提供し

てもらわなくても、もともと国保課にあるのはあるわけですけど、国保

課にナンバーだけきて名前だけだったら、突合しないといけないし、間

違う可能性あるし。ここでは住所、氏名とかも貰うということになって

るんだと思うんですけど、受診者情報全部を提供してもらうんだという

ふうになってるんだと思うんだけれども、受診者情報を貰ったものにつ

いて、その人に提供しましたということを言わなきゃいけないか、だか

ら逆にいうと、国保課の方から30人に選ばれて検査した方がいいとか言

われるわけで。何で国保課がそんなこと知ってるのやと言われる可能性

はあるね。

委 員 抽出された人はそれでいいわけですよ、はじかれた人は分からない。闇

に消えちゃうわけで、ところが使われてるわけですよ。気分悪い。

副 会 長 2000人でしたか。

委 員 2000人はアンケート取った人で、その人は自分の思ってること書けるけ

ど、黙って使われる方はすごく気分が悪い。

委 員 この基本健康診査を受けた人に対しては、使いますよという通知はいる

のではないかということですよ。全員に対して。

委 員 そしたら、拒否も出来るわけ？

委 員 それをどう考えるか、アンケートは書く書かないは自分で出来るんだか

ら、それも認めていいのかなという気はしなくはないですけど。勝手に

使うなという…。

委 員 さっきみたいに番号を振って、匿名にしたデータを健康づくり室から提

供を受けて、その匿名の状態で40、50抽出して、その番号をもう一度健

康づくり室に返して、そこから健康づくり室が対象者にこれを提供して

いいかどうかを聞いて、30ないし40のいいといった人だけの氏名、住所

のデータを、もう一度年金課の方に渡すという格好にすれば問題ない。

委 員 そうするとね。

委 員 名前がついてるのが具合悪いんでしょ。番号で全部提供すれば、その分

はクリアできるように思いますけど。

委 員 結構、二度手間ですね。

委 員 ですけど、何千人に葉書出すよりいいんじゃないですか。

委 員 そうですね。

委 員 これ今年度の事業なんでしょうけれども、健康診査受けたのは今年度あ

るいは、昨年度のデータを出すということなんですかね。というのは、

今回だけというか、この事業５ヵ年どうのこうの書いてあるから連続し

て行く分だと理解はしてるんですけど、そういうことであれば、これか
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ら健康診断受ける人に対しては、そういう文言をして…。

会 長 これからはいけるな。

委 員 今回だけの問題なんで、今おっしゃったようなやり方がいいかなと。僕

自身思っているのは、健康診査についてはデータが動きますから、そう

いうことが言えるんですけれども、もう一つは診療報酬ですよね、これ

は医者にかかったものがこれなんですよね。これは当然健康づくり室が

持ってるんで、データのやり取りもないんですけども、逆に個人的な意

見からしたら、医者にかかったやつを利用されるというんですから、こ

ちらの方が本来ならいやなんですけどね。健康診査の方は、自分でも病

気かどうかわからないからいっぺん見ようかという、その程度のデータ

ですので、あまり意識しないんですけど。こっちの方が逆にいやだな。

今回はこれには入りませんけども、それからしたら先ほどおっしゃった

ようなやり方で、今年度だけは過ごして、次年度以降は健康診査の時に

聞くということでいいんかなという気はするんだけど。

会 長 書いておくということですね。５年ということになりますと。健康セン

ターというのは、医療行為をしてるわけではないでしょう。市立病院と

違うから。そこで診療報酬という話はないわけでしょう。そこで、血液

検査したらどうなるわけ。それも保健がきくという話になるの？保健セ

ンターではきかないよね。保健センターでお金取るということあるの。

つまり、利用した利用料。保健センターというのは、お金取らないのと

違う？

事 務 局 いえ、検査料は取ります。

会 長 検査料は取るの。だけど検査料とレセプトとは違うはね。

事 務 局 レセプトではないですね、いわゆる健康診断ですから。

会 長 それでは取りまとめはどうしましょうか。次年度以降については、５年

の事業であるとすれば、以後検診を受ける人については、そういうデー

タを提供する可能性があるということは知らせるということを普及する

ということですね、我々の答申では。今年度についての本人の通知につ

いては、どういうふうに書きましょうかね。やはりいらないという話で

いけるのか、これは審議会の意見を聴いて必要ないと認めるときを除き

となってるわけで、原則通知するということになってるわけで、という

ことになると、できるだけ本人には通知した方がいいと。だけど、通知

というのが必要ないと認めるときというのはいろんな考量がはいると思

うな、事務が煩雑になるとか、そういうことも含めて必要があるかない

か判断しないといけないと思うんだけども、本人に連絡することについ

てのメリットですね、それについてどうでしょうかね。本人に知らせる

とかえって…。

委 員 提供する個人の情報の内容の中の氏名、住所をはずして提供する。

委 員 基本健康診査の受診者にかかる性別及び受診内容情報と。

会 長 性別及び受診内容…。

委 員 氏名と住所は教えない。

会 長 氏名と住所は教えない？

委 員 番号に変えて向こうに渡して、番号で30、40抽出して、例えば、10番、

20番、40番の人ですよという形で健康づくり室に戻すわけです。それで

むこうの方で今度は氏名確認して、その人たちに個別に保険年金課に通

知してよろしいかという確認をとって、いいといった人だけをまたやる

と。行ったり来たりになりますけど、そうすると30、40の通知で済むん

ではなかろうか。

会 長 その通知で済むね。

委 員 基本的に、ここでの目的外利用提供は認められないという話です。

会 長 もう一回確認だけど、提供する受診者情報の数というのは、いくらにな
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るわけ、そうすると。

委 員 健康診断受けた人の数全部。全員に通知するということは大変なことで

すから。

会 長 そうすると、それについては氏名とか住所はなくても、煩雑だけど番号

か何かを振って。煩雑ですが。

委 員 十何条だったかな外部団体下請け、委託についての条項はあるんですけ

ど、こういう情報というのは非常に基本的な情報が外部に流れる可能性

があるんですからね。

委 員 もう一点、今のやり方でいった場合、多分これ健康診査とレセプトとア

ンケートと３つ入れて30、40抽出すると思うんですけれども、３つとも

にダブってる人が出てくると思うんです。健康診査受けて、あかんから

お医者さん行って、それが行ってるというケースありますから、その辺

のチェックいうのがこの段階ではできなくなる。

委 員 できないね。

委 員 多めに抽出するしかない。

委 員 逆に、健康診査受けて選ばれるような人は上のほうの人かなと。そうす

れば、お医者さんかかってるだろうし、そのへんが内容的にはっきりわ

からないんで言い切れないんですけども、あまり条件を付けすぎると事

務のほうがどうかなとそういう心配はあるんですけど。

事 務 局 私も確認したわけではないんですけど、先ほどの説明の中ではレセプト

までは申し上げてなかったと思うんです。

委 員 いや、書いてあります。選定方法のなかの資料で。ただ、レセプトは保

健課が持ってるんで、自分とこで持ってるんで。

事 務 局 自分ところで持ってるんで。レセプト自体は、保険年金課の方でもって

るんです。

委 員 今回の問題には入らないんですけどね。

会 長 だから、もう一つ疑問が出てくるのは、医療機関のところから情報をも

らうといいましたよね。

委 員 健康診断は委託ですよ。

会 長 健康診断は委託でしたか…。委託は先ほどの委託の問題になるからいい

と。

委 員 その委託じゃなくて、健康診断の委託、健康診断そのものを医者に委託

してる。

会 長 その前に、３種類の情報を集めるといったでしょう。一つは、保健セン

ターでした人で、もう一つは、アンケートの中から選ぶといったんでし

ょう。もう一つは医療機関から…。

委 員 委託で。ここに来るのが遠い人は地元の医者にかかるので。

会 長 その場合は、委託してるところから情報をもらうから。

委 員 それは、いわゆる基本健康診査の中に入ってる。

会 長 それは本人外収集ということにはなるんだけれども、本人がかかってる

んだから、それを収集するということになるわけですから、それはいい

か。そうすると、先ほどの話だね。結局、保健センターでかかってデー

タがある人が、そのデータが国保担当課に渡るという場合に、本人が望

まない人もいる。だから、そこで抽出されて検査の対象になる人につい

ては連絡したらいいけども、連絡するというのが多くの人になる場合は

連絡するのが煩雑だという話になると、住所、氏名はなくて、保健セン

ターの検診の内容だけ渡したら、その内容を見て、この人を抽出するか

しないかということを決めるということですね。そうすると、抽出の対

象になった人について、誰ですかということを保健センターに聞いて、

その人の住所、氏名を提出してもらったらいいではないかという話です

ね。そうすると、住所、氏名はその人たちは知らされるけれども、その
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人は事業の対象者になる30名に入ってるわけだから、30名に入ってる場

合は、その人たちにはどこからデータもらったというのを書けばいいと

いう話になるわけですね。

委 員 住所、氏名教えるときに、個別に同意をとればいい。

会 長 教えるときに個別に同意をとればいい。今のようなそういう意見なんだ

けど、事務局、担当課の方でそういうやり方が可能かどうか聞いてみな

いといけないね、もう帰ったかな…。

事 務 局 確認して来ます。

会 長 何千人となると、ちょっとしんどいよなあ。保健センターでは、どうい

うことを検査するんですか。血液とかそんな程度でしょ。

委 員 心電図、血液検査、問診、打診。

事 務 局 人間ドックもやっておりますので。

会 長 人間ドック程度のことは出来るわけですか。レントゲンもあるわけです

か。

事 務 局 あります。胃カメラもあります。

会 長 胃の検診もできるわけですか。そうすると、医者にかかって検診を受け

たのとあまりかわらないわけですね。

事 務 局 そうですね。他の病院で受けられる健康診断、人間ドックと変わらない

ですね。それから、すいません、実施機関はもう帰ってしまっているよ

うです。

会 長 そうですか。どうしようかな…。

委 員 しかし、今のやり方だったらそんなに煩雑でもない。これ電子データの

形でなってるわけでしょう。ざっと、番号振ってそのデータを渡せばい

いと思うけどね。

会 長 我々の今の意見は大体そういうとこで、今のようなやり方というのは、

一つの案で、これを実施機関の方で良しとしてやれるかどうかを、やれ

ないことを提言しても始まらないから、一度聞いて、もしやれるようだ

ったら、それを答申とするということで。もしやれないようだったら、

もう一度開かないといけないということにしましょうか。ですから、事

務局分かった？ここで議論したことは本人の通知の点が問題になるわけ

で、本人の通知が何千人か、とにかく保健センターで受診した人のデー

タが国保担当課に渡るということについて疑義が出て、そこのところは

実際抽出される人だけやったらいいけれども、多くの表に出てこない人

がいるわけですから、その人たちの情報が本人の知らないところで、国

保担当課に流れるということについては、この審議会としては疑義があ

ると。その場合には、名前とか住所がわからないように渡して、その中

で30人対象になる人をピックアップして、その後、住所とか氏名を聞く

というやり方でいかがかという話が出たと、それが大体意見の一致をみ

たところなんで、そういうやり方というのが可能か、それを確認してほ

しいと思います。分かりましたという話だったら、その内容を答申とす

るということで、いかがですか、皆さんそれでよろしいですね。

事 務 局 こちらの提供する個人情報の内容というところが、通知をする人のみと

いうことですね、たとえば30人から40人。

会 長 そうですね。ここに書いてあるのは、30人から40人だけになるわけです

ね。

事 務 局 今回、審議会としてＯＫをいただいたのはあくまでも、なんらかの形で

通知をしなければならない人のみのデータの情報だけはいいけれどもと

いう。

委 員 それも本人の同意を得てですよ。

事 務 局 同意を得て、といいますと？

委 員 さっき言ったように、番号で全体のデータを渡すでしょ。番号で選別す
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る、例えば40、選別したとします。それをそのまま保健センターに返す

わけです。保健センターがその人たちだけに、保険年金課に通知してよ

ろしいかという同意を取るわけです。

事 務 局 そういう同意を取れば、逆に目的外利用提供には当たらないい。本人同

意を得た場合については…。

委 員 審議会の対象にならない。

会 長 結局、もらった方もそういうところからもらって使いましたといって、

本人にあなたがピックアップされてますよという通知が行くというわけ

で、だから本人が良しと言った場合、個人情報は目的外利用なり、外部

提供なり、みんなＯＫなんですよ。ピックアップされた人について利用

するということなんですよ。30人かなんかはね。30人は利用された人が

本人のところに通知がいくわけでしょ。その時に何で通知が行くかとい

うことの経過を説明すればいいわけで、それは結局、審議会の同意とい

うか、答申を得て保健センターの情報を使いましたということで国保の

担当課から言えばいいわけです。そういうことを言わんとしてるわけで

す。そういうことで意見がまとまったんで、それでいけるか一回聞いて

みてください。それでいけるということになれば、それを答申とする。

もしいけないような支障が、我々が考えてないところがあれば、もう一

度検討するから、その際にはまた我々の意を踏んだ原案みたいなものを

担当課で作ってくれたらありがたいけど。そういうことで、今日は一応

とりまとめをしたということにさせていただきたいと思います。よろし

いでしょうか。

委 員 はい。

会 長 はい、ありがとうございました。本日は、１回目にもかかわらず時間が

非常に長くかかって恐縮なんですけれども、一応３の審議事項はそこで

おしまいで、その次、４のその他というところ事務局の方から何か連絡

ありますか。

事 務 局 事務局の方からはございませんけれども、委員の方もないようでござい

ましたら、最後に部長から挨拶をさせていただきたいと思います。

※ 総務部長挨拶 （略）

会 長 それでは、本日はここまでにします。


